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自動精算機移設のお知らせ 

 

 1 階外来会計窓口および自動精算機の混雑  

緩和を目的として、2026年 2月 17日（火）より

3 階・ 5 階会計窓口前に自動精算機を     

設置いたしました。 

 これにより、3 階・5 階でも現金による    

お支払いができるようになりました（再来  

受付機でのクレジットカード決済も引き続き 

ご利用いただけます）。 

 診察終了後は、最寄りの会計窓口で会計  

手続きおよび精算を行っていただきますよう、  

ご理解とご協力をお願いいたします。 


